
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
昭
和

六
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
、
第
五
条
第
七
項

及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

（
肉
用
子
牛
の
月
齢
）

第
一
条
　
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
政
令
で
定
め
る
月
齢
は
、

満
十
二
月
と
す
る
。

（
合
理
化
目
標
価
格
の
決
定
の
単
位
と
な
る
期
間
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、

五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
牛
肉
の
輸
入
及
び
生
産
の
動

向
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
不

適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
農
林
水
産
大
臣

は
、
一
年
以
上
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
期

間
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
均
売
買
価
格
の
算
出
の
単
位
と
な
る
期
間
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、

毎
年
、
四
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
、
七
月
一
日

か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
、
十
月
一
日
か
ら
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
及
び
翌
年
の
一
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
各
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
肉
用
子
牛
の

う
ち
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎

年
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期

間
と
す
る
。

第
四
条
　
削
除

（
譲
受
け
に
係
る
肉
用
子
牛
の
要
件
）

第
五
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、

肉
用
子
牛
を
譲
り
受
け
て
飼
養
を
開
始
す
る
日
に
お
け

る
月
齢
が
満
二
月
未
満
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
人
で
あ
る
肉
用
子
牛
の
生
産
者
の
範
囲
）

第
六
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
農
事
組
合
法
人
、
生
産
森
林
組
合
及
び
会
社
（
次

に
掲
げ
る
会
社
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
肉
用
子
牛

の
生
産
を
肉
用
牛
経
営
と
し
て
行
う
も
の

イ
　
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
を
超

え
、
か
つ
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百

人
を
超
え
る
も
の
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の

二
　
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
そ
の
他
の
営
利

を
目
的
と
し
な
い
法
人
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び

に
国
及
び
都
道
府
県
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の

生
産
に
係
る
肉
用
子
牛
を
肉
用
牛
経
営
を
行
う
者
に

譲
り
渡
す
事
業
を
行
う
も
の
（
都
道
府
県
以
外
の
地

方
公
共
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
が
そ
の
区
域

内
に
お
け
る
肉
用
牛
経
営
の
安
定
に
資
す
る
も
の
と

し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場

合
に
限
る
。
）

（
生
産
者
積
立
助
成
金
の
金
額
）

第
七
条
　
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
が
法
第
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
生
産
者
積
立
助
成

金
の
金
額
は
、
指
定
協
会
ご
と
に
、
そ
の
生
産
者
積
立

金
の
積
立
て
に
要
す
る
経
費
の
二
分
の
一
以
内
と
す

る
。

（
指
定
の
解
除
）

第
八
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定

協
会
に
対
し
、
相
当
な
期
間
を
お
い
た
上
、
当
該
指
定

の
解
除
の
理
由
及
び
そ
の
解
除
の
効
力
を
生
ず
べ
き
日

（
当
該
指
定
の
解
除
の
理
由
が
同
項
第
五
号
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
の
解
除
の
効
力
を
生
ず

べ
き
日
）
を
書
面
で
通
知
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
販
売
に
係
る
肉
用
子
牛
の
月
齢
）

第
九
条
　
法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
月
齢
は
、
満
六
月

と
す
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
十
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に

規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
割
合
）

２
　
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、

百
分
の
二
十
と
す
る
。

（
法
附
則
第
五
条
の
政
令
で
定
め
る
割
合
）

３
　
法
附
則
第
五
条
の
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の

二
十
と
す
る
。

（
譲
受
け
に
係
る
肉
用
子
牛
の
要
件
の
特
例
）

４
　
当
分
の
間
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
お
い

て
生
産
さ
れ
た
肉
用
子
牛
に
つ
い
て
の
法
第
六
条
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
肉
用
子
牛
を
譲
り
受
け
て
飼
養
を
開
始

す
る
日
に
お
け
る
月
齢
が
満
二
月
を
超
え
満
六
月
以
下

の
範
囲
内
に
お
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
月
齢
未

満
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
一
九
日
政
令
第
三

三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
本
則
に
六
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第

八
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
元
年

十
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
七

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
一
七
日
政
令
第
六
六

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
施

行
令
附
則
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等

特
別
措
置
法
施
行
令
第
九
条
の
規
定
は
、
肉
用
子
牛
生

産
安
定
等
特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項
の
生
産
者
補
給

金
交
付
契
約
に
係
る
肉
用
子
牛
で
あ
っ
て
、
こ
の
政
令

の
施
行
の
日
以
後
に
出
生
し
た
も
の
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
出
生
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二
五

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
三
日
政
令
第
三

八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第

四
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
七
日
政
令
第
七

八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
四
月
二
一
日
政
令
第
二

〇
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一

五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

肉
用
子
牛
生
産
安
定
等
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
五

項
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
七
月
三
〇
日
政
令
第
三

四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
附
則
第
五
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
の
規
定

は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
一
八
日
政
令
第
四

九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
政
令
第
一

七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十

八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
日
政
令
第
三
九

号
）

こ
の
政
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
五
日
政
令
第
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
肉
用
子
牛
生
産
安
定
等

特
別
措
置
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の

施
行
の
日
以
後
に
家
畜
市
場
で
販
売
さ
れ
た
指
定
肉
用

子
牛
に
係
る
平
均
売
買
価
格
の
算
出
に
つ
い
て
適
用

し
、
同
日
前
に
家
畜
市
場
で
販
売
さ
れ
た
指
定
肉
用
子

牛
に
係
る
平
均
売
買
価
格
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

1


